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USEN GATE 02 

フレッツ・アクセス（NP）サービス提供要領 
 

平成29年12月1日版 

株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

（要領および利用契約について） 

1. 株式会社USEN ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法その他の法令の規定に基づき、この『フレ

ッツ・アクセス（NP）サービス提供要領』（以下「この要領」といいます。）を定め、これによりフレッツ・アクセス（NP）サービ

ス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

2. 当社は、この要領を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の要領によります。 

3. 本サービスの利用を希望する者は、この要領に同意のうえ、当社所定の利用契約申込書を USEN GATE 02 取扱所に提出

することで、本サービスの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）の申し込みを行うものとします（以下、利用契約

の申し込みを行った者を「利用申込者」、当社と利用契約を締結した利用申込者を「契約者」といいます。）。 

（本サービスについて） 

4. 本サービスは株式会社エヌジェイホールディングス（以下「特定協定事業者」といいます。）のサービスを利用して、当社が提

供するサービスです。サービス内容等については、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款、規定および仕様書（以下、

総称して「特定協定事業者約款」といいます。）に定めるとおりとします。 

 
（提供開始日および最低利用期間について） 

5. 本サービスの提供開始日は、当社から書面にて利用申込者へ通知致します。 

6. 利用申込者は、申し込みから提供開始までの期間に限り、料金表に定める初期費用を支払うことにより、利用契約の申し込

みを解除することができます。 

7. 本サービスの最低利用期間は、提供開始日の属する月の翌月 1日から起算して 1年間とします。 

8. 契約者は、第7項に定める最低利用期間内に、当社との利用契約が終了した場合、当社が定める期日までに、最低利用期

間の残余期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払うものとします。 

 

（料金について） 

9. 本サービスの利用料金は、料金表に定めるところによります。 

10. 契約者は、当社に対し、料金表に定める本サービスの基本利用料金を本サービスの提供開始日の属する月の翌月分から

本サービスの提供終了日の属する月分まで支払うものとします。 

11. 契約者は、当社に対し、当社の指定する期日までに当社が請求した金額（消費税相当額を含む）を支払うものとします。 

 

（通信・保守・設備等） 

12. この要領に定める以外の本サービスの提供方法、通信、保守および設備等に関する事項については、特定協定事業者約

款を準用するものとします。 

13. 前項に定める以外の事項または、この要領に定めがない事項については、当社の定める「USEN GATE 02オフィスサービス

契約約款」を準用するものとします。 

 

（契約者が行う利用契約の解約） 

14. 契約者は、解約日の 20営業日前までに当社所定の書面により USEN GATE 02 取扱所に通知する（当社に書面が到達した

ことをもって通知がされたものとみなします。）ことにより、解約日を指定し、利用契約を解約することができるものとします。な

お、指定の解約日に解約ができない場合、当社にて解約日を指定し解約するものとします。 

 

(個人情報の共同利用) 

15. 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行ないます。 

16. 前項に定める他、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者（特定協定事業者の業務委託先

を含みます。）と共同利用する場合があります 
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別記 本サービスにおける特定協定事業者約款 

・ インターネット接続サービス規約 

当社が提供するサービスは、特定協定事業者約款中の以下のサービスに対応するものとします。 

当社の提供するサービス 対応する特定協定事業者サービス 

USEN GATE 02 

フレッツ・アクセス（NP）  

インターネット接続サービス規約 

「インターネット接続サービス」 

特定協定事業者約款中の特別協定事業者を示す記載は、株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓと読み替えるものとします。 

特定協定事業者約款中のサービス名「インターネット接続サービス」は、「USEN GATE 02フレッツ・アクセス（NP）」と読み替え

るものとします。 

 

またフレッツ・アクセス（NP） には、以下の品目があります。 

料金種別 内容 

ベーシックタイプ 「Bフレッツ」サービス中、「ベーシックタイプ」に対応したもの 

ファミリータイプ 

「Bフレッツ」サービス中、「ハイパーファミリータイプ」、「ニューファミリータイプ」、

「ファミリー100 タイプ」、「ファミリータイプ」、又は「フレッツ光ネクスト」サービス

中、「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」に対応したもの 

マンションタイプ 
「Bフレッツ」サービス中、「マンションタイプ」、、又は「フレッツ光ネクスト」サービス

中、「マンションタイプ」、「マンション・ハイスピードタイプ」に対応したもの 

光プレミアム ファミリータイプ 「フレッツ・光プレミアム」サービス中、「ファミリータイプ」に対応したもの 

光プレミアム マンションタイプ 「フレッツ・光プレミアム」サービス中、「マンションタイプ」に対応したもの 

フレッツ ADSL 「フレッツ ADSL」に対応したもの 

 

料金表 ※金額はすべて税抜き表記 

（1）初期費用 

料金種別 単位 料金 

契約事務に係るもの １契約回線ごと 3,000円 

 

（2）月額費用 

コース 料金種別 単位 料金 

フレッツ・アクセス（NP） IP0 

ファミリータイプ 

マンションタイプ 

光プレミアム ファミリータイプ 

光プレミアム マンションタイプ 

１契約回線ごと  4,000円 

ベーシック １契約回線ごと  8,000円 

フレッツ ADSL １契約回線ごと  1,900円 

フレッツ・アクセス（NP） IP1 

ファミリータイプ 

光プレミアム ファミリータイプ 
１契約回線ごと  7,800円 

マンションタイプ  

光プレミアム マンションタイプ 
１契約回線ごと  6,500円 

ベーシック １契約回線ごと  14,500円 

フレッツ ADSL １契約回線ごと  6,500円 

フレッツ・アクセス（NP） IP8 

ファミリータイプ 

光プレミアム ファミリータイプ 
１契約回線ごと  15,000円 

マンションタイプ 

光プレミアム マンションタイプ 
１契約回線ごと  14,000円 

ベーシック １契約回線ごと  24,500円 

フレッツ ADSL １契約回線ごと  11,000円 

フレッツ・アクセス（NP） IP16 ベーシック １契約回線ごと  49,000円 

 

（3）その他 

オプションその他上記に記載のない料金については、特定協定事業者約款に準じます。 


